
 

空き家等対策計画の策定について 

 

１. 計画策定の背景と目的 

那須塩原市においては、平成 22 年度策定の住宅マスタープランにおいて、「安心して住み続け

るための住宅の適切な管理、リフォームの促進」や「老朽化している住宅の適切な建替え等の促

進」を施策として掲げ、良質な住宅ストックの形成促進に取り組んできましたが、今後の人口減

少や少子高齢化の進行に伴い、更なる空き家等の増加が予想されます。 

また国においても、空き家問題が全国的に社会問題化していることを受け、空家等対策の推進

に関する特別措置法（空家等対策特措法）が制定され、空き家等対策における市区町村の責務も

明確に示されました。 

このため、市内における空き家等について実態を把握し、空き家等の適正管理や利活用の促進

などの様々な施策を実施します。また、調査結果を踏まえ、空き家等の利活用の促進や市民の生

活環境の保全及び安全に暮らせるまちづくりを推進するため、空家等対策特措法に基づき（仮称）

那須塩原市空き家等対策計画を策定します。 

２. 国・県・市のこれまでの取り組み 

①国 

「空家等対策特措法」（平成 26年 11 月 27 日公布） 

地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため法律を制定 

「住生活基本計画（全国計画）」（平成 28 年 3 月 18 日閣議決定） 

既存住宅の流通と空き家の利活用を促進し、住宅ストック活用型市場への転換を加速するため、

「その他空き家」の増加を約 100 万戸程度抑制する目標を設定 

②栃木県 

「空き家利活用支援専門家派遣事業」 

空き家を利活用しようとする空き家所有者等に対して、建築士による現地相談を実施 

「栃木県住生活支援協議会」 

空き家所有者などを対象に相談窓口を開設 

③那須塩原市 

「那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例」（平成 28 年 3 月 23 日公布） 

市及び空き家等の所有者等の責務を明らかにするとともに、空き家等対策に関して必要な事項

を定めた条例を制定 

「那須塩原市空き家バンク」 

(公)栃木県宅地建物取引業協会と協定を締結し、「那須塩原市空き家バンク」を実施 

空き家バンクリフォーム補助金、子育て世帯転居補助金、利用契約媒介手数料補助金の交付 

「空き家等の適正管理に関する協定」 

(公)那須塩原市シルバー人材センターと協定を締結し、空き家等(空地含む)の所有者との契約に

より、除草及び清掃等の管理業務を実施 

「ＤＩＤにおける空き家実態調査」 

那須塩原市ＤＩＤ（人口集中地区）地域にて、自治会の協力のもと空き家の調査を実施 

資料２ 
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○空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成２６年１１月２７日 法律第１２７号） 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法をここに公布する。 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産

を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するた

め、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第

１０条第２項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関す

る施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理す

るものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が

行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全

を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家

等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるも

のとする。 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

  空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

  次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

  その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第６条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とい

う。）を定めることができる。 
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２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

  空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 

  計画期間 

  空家等の調査に関する事項 

  所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

  空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の

促進に関する事項 

  特定空家等に対する措置（第１４条第１項の規定による助言若しくは指導、同条第

２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第九項若しくは第１０

項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事

項 

  住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

  空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

  その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村

の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村

長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し

この法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技

術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならな

い。 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等

を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うこ

とができる。 

２ 市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、当

該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせること

ができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場

所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨

を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であると

きは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 
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（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する

情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行

のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的の

ために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの

のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用

する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関す

るものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のた

めに必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な

情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第１３条までにおいて同じ。）に

関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に

対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１３条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う

者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の

提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第１４条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるお

それのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）

をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の

猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため

に必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相

当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を

命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理

人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の
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措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わ

なければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によ

って命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前

項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な

証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項

の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）

の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせ

ることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその

措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第１項の助言若

しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第３項に

定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の

負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせる

ことができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及び

その期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任し

た者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国

土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げ

てはならない。 

１３ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３章

（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を

図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交

通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第１５条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策

の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する

補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基

づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その

他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第１６条 第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以下の

過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、２０万円以下

の過料に処する。 

 

附 則（略） 

5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6





7





○那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例 

平成２８年３月２３日 

条例第３号 

（目的） 

第１条 この条例は、市及び空き家等の所有者等の責務を明らかにするととも

に、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以

下「法」という。）に定めるもののほか、空き家等対策に関して必要な事項

を定めることにより、生活環境の保全及び安全に安心して暮らせるまちづく

りの推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 空き家等 法第２条第１項に規定する空家等をいう。 

（２） 特定空き家等 法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。 

（３） 所有者等 空き家等の所有者又は管理について権原を有する者をい

う。 

（４） 審議会 那須塩原市空き家対策審議会条例（平成２８年那須塩原市

条例第４号）第１条に規定する那須塩原市空き家対策審議会をいう。 

（基本理念） 

第３条 空き家等に関する対策は、適正に管理が行われていない空き家等が市

民の生活環境に深刻な影響を及ぼす一方で、有効に活用することにより地域

活性の維持及び増進を図ることができる資源であることを認識し、市及び所

有者等がそれぞれの責務の下に主体的かつ積極的に推進するものとする。 

（所有者等の責務） 

8



第４条 所有者等は、空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

自らの責任において適正に管理しなければならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、第１条の目的を達成するため、第３条に規定する基本理念にの

っとり、空き家等に関する対策についての計画を策定し、及び空き家等の適

正な管理の促進のために必要な施策を実施するものとする。 

２ 市は、前項の計画の策定に当たっては、空き家等の有効な活用に配慮する

よう努めるものとする。 

（情報提供） 

第６条 何人も、適正に管理されていない空き家等があると認めるときは、市

にその情報を提供することができる。 

（調査） 

第７条 市長は、前条の規定により適正に管理されていない空き家等の情報の

提供を受けたときは、法第９条第１項の規定により、当該空き家等の状況及

び所有者等について必要な調査をすることができる。 

（公表） 

第８条 市長は、法第１４条第３項の規定による命令を受けた者が正当な理由

なく当該命令に係る措置を講じないときは、次に掲げる事項を公表すること

ができる。 

（１） 所有者等の氏名及び住所又は居所（法人にあっては、主たる事業所

の所在地、名称及び代表者の氏名） 

（２） 空き家等の所在地 

（３） 命令の内容 

（４） その他市長が必要と認める事項 
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２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る所有

者等に対し、意見を述べる機会を付与しなければならない。 

（意見の聴取） 

第９条 市長は、法第１４条第２項の規定による勧告をしようとするときは、

あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、必要に応じて、特定空き家等に関する措置その他の重要な事項に

ついて審議会の意見を聴くことができる。 

（応急代行措置） 

第１０条 市長は、空き家等が適正な管理がなされていない状態にあることに

より、人の生命、身体又は財産に重大な危険が切迫していると認めるときは、

当該危険を回避するために必要な 小限度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空き家等の所有者等から当該措

置に要した費用を徴収することができる。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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○那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例施行規則 

平成２８年３月２３日 

規則第１４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例（平成２８

年那須塩原市条例第３号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき、

条例及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語

の例による。 

（事情の把握等） 

第３条 市長は、法第９条第１項に規定する調査を行い、所有者等が判明した

ときは、所有者等に対して空き家等の状況を伝えるとともに、今後の管理の

方策についての考え方及び事情の把握に努めるものとする。 

２ 市長は、所有者等から当該空き家等の管理について助言を求められたとき

は、これに応じるものとする。 

（立入調査） 

第４条 市長は、法第９条第２項の規定により職員を空き家等に立ち入らせよ

うとするときは、当該空き家等の所有者等に対し、立入調査実施通知書（様

式第１号）により通知するものとする。 

２ 法第９条第４項の身分を示す証明書は、立入調査員証（様式第２号）とす

る。 

（助言又は指導） 
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第５条 法第１４条第１項の助言又は指導を書面で行うときは、空き家等の適

正管理に関する助言・指導書（様式第３号）によるものとする。 

（勧告） 

第６条 法第１４条第２項の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する

勧告書（様式第４号）により行うものとする。 

（命令） 

第７条 法第１４条第３項の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する

命令書（様式第５号）により行うものとする。 

２ 法第１４条第４項の通知書は、空き家等の適正管理に関する命令に対する

意見陳述機会の付与通知書（様式第６号）とする。 

３ 法第１４条第４項の意見書は、空き家等の適正管理に関する命令に対する

意見書（様式第７号）とする。 

４ 法第１４条第１１項の標識は、標識（様式第８号）とする。 

（代執行） 

第８条 法第１４条第９項の規定により代執行を行うこととしたときは、戒告

書（様式第９号）により所有者等に通知するものとする。 

２ 前項の戒告書の通知を受けた所有者等が期限までにその義務を履行しない

ときは、行政代執行令書（様式第１０号）により所有者等に通知して代執行

を行うものとする。 

３ 前項の代執行の執行責任者は、本人であることを示す証票として行政代執

行責任者証（様式第１１号）を携帯し、関係人の求めがあったときは、これ

を提示しなければならない。 

（公表） 

第９条 条例第８条第１項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うも
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のとする。 

（１） 那須塩原市公告式条例（平成１７年那須塩原市条例第３号）第２条

第２項に定める掲示場への掲示 

（２） 市のホームページへの掲載 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法 

２ 市長は、条例第８条第２項の規定により意見を述べる機会を付与するとき

は、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見陳述機会の付与通知書（様

式第１２号）により通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書に

記載された提出期限までに、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見

書（様式第１３号）を提出しなければならない。 

（応急代行措置の手続） 

第１０条 条例第１０条第１項に規定する応急代行措置を行ったときは、当該

空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正管理に関する応急代行措置通知

書（様式第１４号）により通知するものとする。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。
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○那須塩原市空き家バンク実施要綱 

平成２８年３月７日 

告示第４４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、那須塩原市における空き家を有効活用し、定住の促進並

びに地域の活性維持及び増進を図るために実施する空き家バンクについて、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 空き家 個人の居住を目的として建築され、現に居住していない建

物（近く居住しなくなる予定のものを含む。）及びその敷地をいう。 

（２） 所有者等 空き家に係る所有権者又は売却若しくは賃貸を行うこと

ができる権利を有する者をいう。 

（３） 定住 市の住民基本台帳に登録され、かつ、継続して居住すること

をいう。 

（４） 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から受け

た情報を登録し、市内への定住を目的として空き家の利用を希望する者に

対し、情報の提供を行う制度をいう。 

（５） 暴力団関係者 那須塩原市暴力団排除条例（平成２４年那須塩原市

条例第３号）第２条第４号に規定する暴力団員及び同条第５号に規定する

密接関係者をいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この告示は、空き家バンク以外の方法による空き家の取引を妨げるも
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のではない。 

（協定の締結） 

第４条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人栃木県宅

地建物取引業協会（以下「宅建協会」という。）と次に掲げる事項について

協定を締結するものとする。 

（１） 空き家の売買又は賃貸借に係る契約交渉の媒介 

（２） 媒介を行う業者の選定 

（３） 空き家の所有者等から空き家バンクへの登録の申請があった空き家

の登録に必要な調査の共同実施 

（空き家の登録申請） 

第５条 空き家バンクに空き家を登録しようとする所有者等（以下「登録申請

者」という。）は、空き家バンク登録申請書（様式第１号）、同意書（様式

第２号）及び空き家バンク登録カード（様式第３号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合には、宅建協会に対し登録に必

要な調査を依頼し、その内容を確認の上、適当と認めるときは、当該空き家

を空き家バンク登録データベース（以下「空き家データベース」という。）

に登録するものとする。ただし、当該空き家が次の各号のいずれかに該当す

るときは、この限りでない。 

（１） 賃貸を目的として建築されたもの 

（２） 主として不動産業を営む者が所有するもの 

（３） 所有者等が暴力団関係者であるもの 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの 

３ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知
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書（様式第４号）により、当該登録申請者に通知するものとする。 

（空き家バンクの利用登録要件） 

第６条 空き家バンクに登録されている空き家を利用することができる者は、

暴力団関係者に該当しない者であって、次の各号のいずれかの要件を満たし

ているものとする。 

（１） 空き家に定住し、地域のルールを遵守して生活できる者 

（２） その他市長が適当と認める者 

（空き家バンクの利用登録申請） 

第７条 空き家バンクに登録されている空き家を利用しようとする者（以下「利

用申請者」という。）は、空き家バンク利用登録申請書（様式第５号）及び

空き家バンク利用者カード（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合には、その内容を確認し、適当

と認めるときは、当該利用申請者を空き家バンク利用希望者登録データベー

ス（以下「空き家利用希望者データベース」という。）に登録するものとす

る。 

３ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク利用希望者登

録完了通知書（様式第７号）により、当該利用申請者に通知するものとする。 

（登録事項変更の届出） 

第８条 第５条第２項の規定による登録を受けた者（以下「空き家登録者」と

いう。）及び前条第２項の規定による登録を受けた者（以下「空き家利用希

望登録者」という。）は、登録事項に変更があったとき、又は登録された情

報を取り消すときは、空き家バンク登録事項変更（取消）届（様式第８号）

を市長に提出しなければならない。 

（登録の取消し） 
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第９条 市長は、空き家登録者又は空き家利用希望登録者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、登録を抹消するとともに、空き家バンク登録取消通知

書（様式第９号）により通知するものとする。 

（１） 前条に規定する登録の取消しの届出があったとき。 

（２） 偽りその他不正の行為により登録を受けたとき。 

（３） 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。 

（４） 登録した日から起算して２年を経過したとき。 

（５） その他市長が適当でないと認めるとき。 

（登録の期間及び再登録） 

第１０条 空き家登録者及び空き家利用希望登録者の登録期間は登録を完了し

た日から２年間とし、再登録を希望する者は第５条又は第７条に規定する登

録申請を行うものとする。 

（情報提供等） 

第１１条 市長は、空き家データベースに登録された空き家の物件番号、所在

地、構造、面積、建築時期、利用状況、写真等の情報について、市のホーム

ページへの掲載及び空き家データベースの閲覧により情報の提供を行うもの

とする。ただし、空き家登録者が希望しない事項については、この限りでな

い。 

２ 市長は、空き家に係る当事者間の交渉、売買契約及び賃貸借契約について

は、一切の責任を負わないものとする。 

（契約成立の届出） 

第１２条 空き家データベースに登録された空き家の売買契約又は賃貸借契約

が成立したときは、空き家登録者及び空き家利用希望登録者は、空き家バン

ク成約報告届（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 
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（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、空き家バンクについて必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２８年３月７日から施行する。
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